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資料３



「全国がん登録 情報の提供マニュアル」の改訂について

• 「全国がん登録 情報の提供マニュアル」は、厚生労働大臣、国立研究開発法人国立がん研究センター及び
都道府県知事が行う情報の提供に関する事務処理の明確化及び標準化を行い、「審議会等」が審議するに当
たっての方向性等を示すことにより、これらの事務を適切かつ円滑に実施できるようにすることを目的とし
て策定されている。

• 第25回厚生科学審議会がん登録部会において、全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会の廃止
（令和６年３月31日付）が決定されたことに伴い、関連する記述の見直しが必要となる。

• あわせて、これまでの情報提供の事務処理や審議の状況を踏まえ、必要な見直しを行う。

趣旨

1. 全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会の廃止に伴う修正

2. 公的機関（国の行政機関、都道府県、市区町村）が提供依頼申出者となる場合など、提供依頼申出者の情
報に関する記載の整理

3. ２．に伴う様式例の改訂

4. その他実態に即した内容への修正

具体的な修正箇所は次頁以降に記述（軽微な誤記訂正等については省略）。

主な改訂内容
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全国がん登録 情報の提供マニュアルの主な変更点１
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改訂方針 ページ 旧 新

全国がん登録情報の
利用と提供に関する審
査委員会の廃止に伴う
修正を行う。

全国が
ん登録
情報の
提供マ
ニュア
ル
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第9 審査

1．審査担当部署

（略）

全国がん登録情報の提供に該当する申出の場合は、提供
の決定について厚生科学審議会がん登録部会全国がん登録
情報の利用と提供に関する審査委員会の意見を聴くものと
する。なお、本審査のための委員会は、定期的に開催され
ることが望ましい。

第9 審査

1．審査担当部署

（略）

全国がん登録情報の提供に該当する申出の場合は、提供
の決定について厚生科学審議会がん登録部会の意見を聴く
ものとする。なお、本審査のための部会は、定期的に開催
されることが望ましい。

法人その他の団体又
は個人が提供依頼申出
者となる場合について、
現行マニュアルでは法
第21条第3項、第4項、
第8項及び第9項に限定
した箇所で説明されて
いる。

本来は利用と提供の全
体に係るものであるた
め、記載箇所を3.(3)に
移動させる（次ペー
ジ）。

全国が
ん登録
情報の
提供マ
ニュア
ル
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第8 提供依頼申出者からの申出文書の受付
2．提供依頼申出者の別と利用目的
（３）申出時に必要な添付書類等の留意事項
③提供の申出に係る調査研究の目的が、「がんに係る調査
研究」に該当する場合、以下について必要である。（法
第21条第3項、第4項、第8項及び第9項）

・法人その他の団体が提供依頼申出者である場合
その代表者を提供依頼申出者とする。その際には、本

人確認及び所在確認のため、当該法人その他の団体の名称
及び住所も明らかにすること。

・個人が提供依頼申出者である場合
当該個人を提供依頼申出者とする。その際には、本人

確認及び所在確認のため、当該個人の生年月日及び住所も
明らかにすること。複数の個人による申出の場合には、そ
の代表者を提供依頼申出者とすること。

・実績を示すことが必要である場合（法第21条第3項及び第
8項）
提供依頼申出者が、がんに係る調査研究であってがん医

療の質の向上等に資するものの実績を2以上有することを証
明する書類（例：学術論文、報告書等）を添付すること。

第8 提供依頼申出者からの申出文書の受付
2．提供依頼申出者の別と利用目的
（３）申出時に必要な添付書類等の留意事項
③提供の申出に係る調査研究の目的が、「がんに係る調査
研究」に該当し、実績を示すことが必要である場合（法
第21条第3項及び第8項）、提供依頼申出者が、がんに係
る調査研究であってがん医療の質の向上等に資するもの
の実績を2以上有することを証明する書類（例：学術論文、
報告書等）を添付すること。
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※ページ数は改訂後資料のものを表示。以下スライドにて同じ。



全国がん登録 情報の提供マニュアルの主な変更点２
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改訂方針 ページ 旧 新

前述のとおり、法人
その他の団体又は個人
が提供依頼申出者とな
る場合について、利用
と提供の全体に係る箇
所に移動させる。

公的機関が提供依頼申
出者である場合を明記。

※様式で記載を求めている
箇所についても、整
理・明記

全国が
ん登録
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ル
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第8 提供依頼申出者からの申出文書の受付

3. 申出文書に記載を要する事項

（３）利用者の範囲

（新規）

第8 提供依頼申出者からの申出文書の受付

3. 申出文書に記載を要する事項

（３）提供依頼申出者及び利用者

①提供依頼申出者の情報

提供依頼申出者はその属性に応じ、以下のとおり記載する。

・公的機関（国の行政機関、都道府県、市区町村）、法人
その他の団体が提供依頼申出者である場合、その代表者
を提供依頼申出者とする。その際には、代表者氏名、名
称及び住所等を記載する。

・個人が提供依頼申出者である場合、本人確認及び所在確
認のため、当該個人の生年月日及び住所等を記載する。
複数の個人による申出の場合には、その代表者を提供依
頼申出者とすること。

②利用者の範囲

（略）

提供マニュアル本体
に公的機関が提供依頼
申出者となる場合につ
いて明記したため、様
式例においても同様に
明記する。
また、提供依頼申出者
の属性に応じ、記載す
べき事項を標準化・明
確化する。

様式例
第2-1
号（情
報の提
供（病
院等へ
の提供
を除
く）依
頼申出
文書関
係）

9

3 提供依頼申出者及び利用者について
ア 提供依頼申出者の情報
・法人その他の団体が提供依頼申出者の場合
代表者氏名
法人その他の団体の名称
法人その他の団体の住所

・個人が提供依頼申出者である場合
氏名
生年月日
住所

3 提供依頼申出者及び利用者
ア 提供依頼申出者の情報
・公的機関※３が提供依頼申出者の場合

機関名称：
担当部局等所在地（郵便番号・住所）：
電話番号：
メールアドレス：

・法人その他の団体が提供依頼申出者の場合
法人・団体名称：
法人番号：
所在地（郵便番号・住所）：
代表者の職名：
代表者の氏名（ふりがな）：
電話番号：
メールアドレス：

・個人が提供依頼申出者である場合
氏名（ふりがな）：
生年月日：
郵便番号・住所：
所属機関名：
所属部署名：
職名：
電話番号：
メールアドレス：

※３ 国の行政機関、都道府県、市区町村
（略）
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全国がん登録 情報の提供マニュアルの主な変更点３
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改訂方針 ページ 旧 新

提供依頼申出者が公
的機関、法人その他の
団体である場合、誓約
書の代表者又は管理者
の署名については、他
の公的DBの取扱いも踏
まえ、記名押印でも構
わないものとする。

様式例
第2-3
号誓約
（申出
文書に
添付す
る利用
者に関
わる誓
約書関
係）

21

（新規） ※署名欄について、提供依頼申出者が公的機関、
法人その他の団体である場合は、その代表者又
は管理者の記名押印でも構わない。

調査研究成果の公表
前の確認について、公
表前の窓口組織への報
告は利用規約に基づく
ものであるため、適切
な記載に修正を行う。

全国が
ん登録
情報の
提供マ
ニュア
ル

23

第12 調査研究成果の公表前の確認

厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事
は、利用者に、公表予定の内容について公表前に窓口組織
に報告させるものとする。（法第36条）

第12 調査研究成果の公表前の確認

厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事
は、利用者に、公表予定の内容について公表前に窓口組織
に報告させるものとする。
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全国がん登録 情報の提供マニュアルの主な変更点４

6

改訂方針 ページ 旧 新

利用期間中の報告に
ついては、利用規約に
基づくものも含まれる
ことから、適切な記載
に修正を行う。

全国が
ん登録
情報の
提供マ
ニュア
ル
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第13 利用期間中の対応及び終了後の処置の確認

1．利用期間中の対応（報告及び監査）

厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事
は、情報の秘密の保護の徹底を図る観点から利用状況につ
いて疑義が生じた場合は、利用者から情報の取扱いに関し
報告させるものとする（法第36条）。

また、報告において問題が解決しない場合には、情報の
取扱いに関し必要な助言をするものとする（法第37条）。
なお、助言を行うために、適切な監査手順に基づいた監査
等を行うものとする。

2．情報の利用期間終了後の処置
（略）

さらに、報告において問題が解決しない場合には、情報
の取扱いに関し必要な助言をするものとする（法第37条）。
なお、助言を行うために、適切な監査手順に基づいた監査
を行うなどするものとする。

第13 利用期間中の対応及び終了後の処置の確認

1．利用期間中の対応（報告及び監査）

厚生労働大臣、国立がん研究センター及び都道府県知事
は、情報の秘密の保護の徹底を図る観点から利用状況につ
いて疑義が生じた場合は、利用者から情報の取扱いに関し
報告させるものとする。

また、報告において問題が解決しない場合には、法及び
利用規約に基づき必要な対応を行うものとする（適切な監
査手順に基づいた監査等を含む）。

2．情報の利用期間終了後の処置
（略）
さらに、報告において問題が解決しない場合には、法及

び利用規約に基づき必要な対応を行うものとする（適切な
監査手順に基づいた監査等を含む）。

提供の決定は、《審
議会等》の意見を聴い
た上で《厚生労働大臣
／国立がん研究セン
ター／都道府県知事》
が行うものであるため、
適切な記載に修正する。

また、情報の利用に当
たり、第三者に識別さ
れることを認めること
は基本的に想定されて
いないため、第三者の
記載を削除する。

全国が
ん登録
情報の
提供の
利用規
約
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４．利用の制限
（１）個人の同意、病院等の個別の了承がある場合又
は、《審議会等》が特に認める場合を除き、利用者
は、以下の①～④に即し、提供された情報について、
特定の個人又は病院等が第三者に識別されないよう
に利用しなければならないものとする。

① 他の個人情報と連結しないこと。
② 個人・病院等を特定するために、調査研究成果を利用しないこと。
③ 提供された情報について、偶然に特定の個人を識別しうる場合にあっ

ては、その知見を利用しないこと。また、速やかに窓口組織にその旨を
報告すること。

④ 提供依頼申出者及び利用者は、全国がん登録情報及び都道府県がん情
報の匿名化された情報について、応諾された場合を除き、加工済みの情
報を提供されることについて同意して利用すること。

４．利用の制限
（１）個人の同意、病院等の個別の了承がある場合又
は、《審議会等》の意見を踏まえ、《厚生労働大臣
／国立がん研究センター／都道府県知事》が特に認
める場合を除き、利用者は、以下の①～④に即し、
提供された情報について、特定の個人又は病院等が
識別されないように利用しなければならないものと
する。

① 他の個人情報と連結しないこと。
② 個人・病院等を特定するために、調査研究成果を利用しないこと。
③ 提供された情報について、偶然に特定の個人を識別しうる場合にあっ

ては、その知見を利用しないこと。また、速やかに窓口組織にその旨を
報告すること。

④ 提供依頼申出者及び利用者は、全国がん登録情報及び都道府県がん情
報の匿名化された情報について、応諾された場合を除き、加工済みの情
報を提供されることについて同意して利用すること。
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